
意欲を高め新たな学びへ向かうことができるよう、
確かな児童生徒理解のもと、系統的かつ一貫性の
ある指導の改善・充実に努めてまいります。
7不登校児童生徒への支援の充実
　新たに医療機関との連携を図るため、教育支援
センターあおば学級を移転するほか、校内教育支
援センターに配置する不登校対策支援員の増員
や運営事例集の展開など、体制の強化と効果的な
活用を促進してまいります。
　また、不登校児童生徒のニーズに応じた学びの
場の選択肢を拡充するため、新たな試みとして、勇
払中学校を東部地区不登校対策連携校と位置づ
け、小規模校での学びを選択できるようにいたし
ます。さらに、SSW、関係機関との緊密な連携によ
り、的確な実態把握のもと、児童生徒の自立心の
醸成と個々の行動実践につなぐ計画的支援の充
実を図ってまいります。
8学校と地域の連携・協働の推進
　子どもたちが未来の社会のつくり手として、必
要な素養と自らの夢の基盤となる資質・能力を育
むことができるよう、地元企業や各学校運営協議
会との協働により、ふるさと苫小牧を丸ごと教材と
した、実社会で生きる学びの創造と充実に努めて
まいります。
　また、総合的な学習の時間では、社会で生きる
力を身に付けることができるよう、中学校１校をモ
デル校として、地元企業と連携した課題解決型の
教育プログラムを実践・検証してまいります。
　さらに、子どもたちがスポーツ・文化活動に親し
める環境と持続可能な活動機会の確保に向けて、
「とまこまい型部活動地域移行ビジョン」に基づき、
学校施設の安全対策や地域クラブへの支援など、
引き続き部活動の地域展開を推進してまいります。
9学びのセーフティネットの構築
　学校給食の質の向上のため、適正な給食費を設
定するとともに、国が実施する「学校給食費の抜本
的な負担軽減」等を活用し、保護者負担の大幅な
軽減を図ってまいります。
　また、教材費等の学校活動費縮減や提出物の見
直しを各学校で継続するとともに、市教委が好事
例を共有するなど保護者負担軽減に向けた取組
を推進してまいります。
10教育環境・学校施設・設備の充実
　クラス替えが可能な学校規模のもと、子どもた
ちが多様な人間関係のなかで成長する環境を整
備するため、保護者、地域に丁寧に説明しながら
「苫小牧市立学校再編ビジョン」を策定してまいり
ます。
　また、子どもたちが安全安心な環境で学べるよ
う、大成小学校改築工事に着手するほか、泉野小
学校暖房給湯設備改修などの老朽化対策事業や、
勇払地区の義務教育学校整備事業などを進めて
まいります。
　さらに、教員一人ひとりが“働きやすさ”と“働き
がい”の両方を感じられる職場となるよう、「働き方
改革加速化計画」に基づき、業務量の軽減などの
取組を推進してまいります。

11主体的に生涯学習を続け、
郷土の発展を支えるひとづくり

　すべての市民がライフステージに合わせて、主
体的かつ継続的に学ぶ機会を充実させるため、セ
カンドブック事業やナナカマド教室などの取組を
継続します。
　また、地域課題の解決や共生社会の実現に向け
た市民の学習ニーズに対応するため、関係機関等
と連携し出前講座の充実に努めます。
12いつでも、誰とでも学べる環境づくり
　多くの市民が生涯学習に参加し、学びの循環を
構築するため、とまこまいアーティスト・バンクや生
涯学習人材バンクの情報を提供し、積極的な活用
を推進してまいります。
　また、市民の学習意欲を創出するきっかけとなる、
生涯学習だよりやサークルガイドなどの情報を広
く提供するとともに、長寿社会のニーズに応じた学
びと成果が地域に共有されるよう、長生大学など
の活動の充実を図ってまいります。
13文化・芸術がいつも身近にあるまちづくり
　文化・芸術活動の継続性を確保するため、新た
な「文化芸術振興推進計画」に基づき、文化芸術
活動支援補助事業や、学校文化大会開催運営補
助事業を実施し、市民、団体、子どもたちの活動を
支援してまいります。
　また、広く市民が文化芸術に親しめる機会を拡
充するため、水谷龍二氏の演劇公演や小・中学生
を対象にした樽前アートスクールなどの体験事業
を開催し、芸術文化で豊かな心をつなぐまちづくり
の推進に努めます。
　科学センターにおいては、宇宙ステーション“ミ
ール”をはじめとした科学展示などにより、科学に
対する興味関心を育ててまいります。
　また、市民・学校・関係団体と連携し、プラネタリ
ウムやミール展示館でのイベントを開催するなど
施設の有効活用を促進し、生涯にわたり科学を学
ぶことができる施設としての充実に努めてまいり
ます。
　さらに、今後のリニューアルに向けて、駅前再整
備の検討のなかで、関係部署との協議を継続して
行ってまいります。
　美術博物館においては、棟方志功の版画におけ
る北国の特性に焦点を当て、普遍的な美の本質に
迫る特別展“棟方志功の美の神髄”を開催いたしま
す。
　また、文化的な素養や郷土への愛着と誇りを高
め、豊かな感性を育む機会を充実させるため、写真
家石川直樹が手掛ける“火山”をテーマにした写真
作品のほか、縄文時代の謎の遺物を介した不思議
な世界の紹介や本市の娯楽から文化の発展の歴
史を紹介する企画展などを開催いたします。
　中央図書館においては、地域の情報拠点として
市民に喜ばれ、あらゆる世代の方が自主的に読書
活動を行うことができるよう、読書環境の整備に
努めてまいります。
　また、「子どもの読書活動推進計画」に基づき、
親子が気軽に利用できるよう、こそだてtimeや赤
ちゃんと楽しむ絵本ひろば事業を実施するととも
に、昨年11月から市内すべての小中学生が利用
できるようになった電子図書館について、学校との
連携をさらに強化してまいります。

1確かな学力の育成
　子どもたちが様々な問題に対し、自ら働きかけ、
よりよく解決できるよう、すべての教科において、
探究的な学びの質を高めてまいります。
　また、子どもたち自身の学びの必要感や興味関
心に基づいて、自分に合った方法で学びを広げる
学習習慣が定着するよう、「新・学びの3か条」を策
定いたします。
2これからの時代に求められる資質・能力の育成
　子どもたちが自らの視野や考えを広げるために、
意図をもって多様な他者と対話や交流ができる力
を身に付けられるよう、ICTを活用したコミュニケ
ーションの機会を充実させてまいります。
　また、子どもたちが確かな英語力を向上できる
よう、ALTを有効に活用した授業の実施と、イング
リッシュ・カフェなど、学んだ英語を実践的に活用
する機会の創出を両輪として取り組んでまいりま
す。
3多様な価値を尊重する豊かな心の育成
　子どもたちが最適な判断力や実践意欲を高め
ることができるよう、“心に問いかけ、心で考える”
道徳教育の充実を図ってまいります。
　また、誰もが安心して生活できる社会の担い手
としての心構えや行動力を高めることができるよ
う、いじめを自分事としてとらえ、他者に対する受
容と尊重の心を育む人権教育を進めてまいります。
4体力向上・健康教育の充実
　子どもたちが運動習慣を形成できるよう、自分
たちで話し合い、試行錯誤するなかで、技能の上達
や仲間と運動することの面白さを実感できる体育
授業を創意工夫してまいります。
　また、スマートフォン等の利用をめぐる様々なト
ラブルが発生しておりますが、加害者や被害者に
ならないための規範意識や適切な判断力、行動力
を身に付けられるよう、情報モラル教育の充実に
努めてまいります。
　さらに、望ましい食習慣を形成できるよう、各学
校の食に関する指導計画に基づき、地場産物の活
用など地域と密着した取組を推進するほか、残食
を減らすなど、SDGｓの推進に取り組んでまいりま
す。
5特別支援教育の充実
　すべての子どもが障がいに対する理解を深める
ことができるよう、共に学び、一人ひとりの個性や
特性を響かせ可能性を伸ばし合うなかで、共生す
る力を育む特別支援教育を推進してまいります。
　また、医療的ケアが必要な児童生徒が安心して
学べるよう、医療的ケア実施要綱に基づき学校・
家庭・医療機関との連携による学びの環境と支援
体制の整備に努めてまいります。

6学校段階間の連携・接続の推進
　園児や児童生徒が、培った力を発揮して、学び
に対する高揚感や夢実現への学びの必要感をもっ
て次の段階に進むことができるよう、幼小、中高の
一層の連携強化を図ってまいります。
　また、児童生徒が自身の弱点を克服し、自信と
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